
令和５年度　公文書開示状況（９月決定分）

港湾局

　表の見方
　＜決定区分＞
　　・開示、一部開示、不開示（開示しない）、不存在（文書が存在しない）、存否応答拒否（文書があるかないかを明らかにしない）のうち、
　　　該当する項目に「１」を記入しています。
　＜（根拠規定）条例7条＞
　　・一部開示及び不開示について、条例７条各号のいずれを根拠として不開示としたのかについて、該当する項目に「１」を記入しています。
　＜公文書の件名＞について
　　・特定の個人名、法人名、またそれらの特定に結びつく可能性のある情報は○○と表記しています。
　　・決定区分が不存在の場合や存否応答拒否の場合は、開示請求書の請求件名を記載しています。
　　　ただし、個人情報・法人情報保護に配慮し、簡潔に表記する場合があります。
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1 R5.7.10 R5.8.29
・令和２年12月17日付２港臨誘第285号
・令和４年11月８日付４港臨誘第220号

149 1 1 1 1 1

（１号）住宅明細図の制作販売機関は、
本件担当鑑定機関へ鑑定を委託した都へ
の報告書類としての利用を承諾している
ものであり、他の目的に利用することは
著作権法に違反する恐れがあるため
（２号）登記関係書類により本件鑑定地
の隣地者（購入者）が判明するため。個
人に関する情報で特定の個人を識別する
ことができるものであり、個人の権利利
益を害するおそれがあるものと認められ
るため
（３号）取引事例の情報は、鑑定事業者
が独自に調査、入手している鑑定評価等
に必要な技術上の情報であり、取引事例
が特定された状態で当該情報が公になる
と、競合他社へ技術上の情報が漏えいす
ること、取引事例を提供した第三者から
の信用の失墜など、法人等の競争上の地
位が具体的に侵害されると認められるた
め。
（４号）印影は、公にすることにより偽
造による犯罪の予防に支障を及ぼすおそ
れがあること、また、自署名は、公にす
ることにより、筆跡を模倣して悪用され
るなど、犯罪の予防に支障を及ぼすおそ
れがあるため

港湾局
臨海開発部
誘致促進課

2 R5.7.10 R5.8.29
・平成３０年４月２３日付３０港臨誘第１号「土地（底地）売買契約の締結について
（臨海副都心台場Ｆ区画株式会社フジメディア・ホールディングス）」 41 1 1

取引事例の情報は、鑑定事業者が独自に
調査、入手している鑑定評価等に必要な
技術上の情報であり、取引事例が特定さ
れた状態で当該情報が公になると、競合
他社へ技術上の情報が漏えいすること、
取引事例を提供した第三者からの信用の
失墜など、法人等の競争上の地位が具体
的に侵害されると認められるため。

港湾局
臨海開発部
誘致促進課

決定区分 (根拠規定)条例７条
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3 R5.7.10 R5.8.29 ・中鑑第24777号　2022年８月29日 56 1 1 1 1 1

（１号）住宅明細図の制作販売機関は、
本件担当鑑定機関へ鑑定を委託した都へ
の報告書類としての利用を承諾している
ものであり、他の目的に利用することは
著作権法に違反する恐れがあるため
（２号）登記関係書類により本件鑑定地
の隣地者（購入者）が判明するため。個
人に関する情報で特定の個人を識別する
ことができるものであり、個人の権利利
益を害するおそれがあるものと認められ
るため
（３号）取引事例の情報は、鑑定事業者
が独自に調査、入手している鑑定評価等
に必要な技術上の情報であり、取引事例
が特定された状態で当該情報が公になる
と、競合他社へ技術上の情報が漏えいす
ること、取引事例を提供した第三者から
の信用の失墜など、法人等の競争上の地
位が具体的に侵害されると認められるた
め。
（４号）印影は、公にすることにより偽
造による犯罪の予防に支障を及ぼすおそ
れがあること、また、自署名は、公にす
ることにより、筆跡を模倣して悪用され
るなど、犯罪の予防に支障を及ぼすおそ
れがあるため

港湾局
総務部
財務課

4 R5.9.4 R5.9.15
水域占用許可書（2東港港水第494号、2東港港水第495号、3東港港水第314号、3東港港水
第315号、4東港港水第340号、4東港港水第341号） 6 1

港湾局
東京港管理事務所
港務課

5 R5.9.5 R5.9.28 行事届（令和５年９月２日開催「豊洲アクアスロン＆スイムリレー」） 8 1 1 1

（１）【開示しない部分】氏名、電話番
号（（２）に記載のものを除く）、船舶
名、船舶番号、船舶所有者、船長氏名、
生年月日、本籍、免許番号
【根拠規定】東京都情報公開条例第７条
第２号に該当
【理由】公にすることにより、特定の個
人を識別することができるもの又は特定
の個人を識別することはできないが個人
の権利利益を害するおそれがあるものと
認められるため。
（２）【開示しない部分】電話番号（東
京海上保安部、東京湾海上交通セン
ター、指令センター）
【根拠規定】東京都情報公開条例第７条
第６号に該当
【理由】都、国の機関が行う事務又は事
業に関する情報であって、公にすること
により、当該事務又は事業の性質上、適
正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるも
のと認められるため。

港湾局
東京港管理事務所
港務課
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